
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

国土交通省自動車局旅客課提出資料

介護予防・日常生活支援総合事業の
充実に向けた検討会（第２回） 資料

３－７
令和５年５月31日



ラストワンマイル・モビリティに係る制度・運用の改善策（R5.5.22）

※一角を営業所、休憩施設や車庫として活用

法人タクシーの営業所ごとの
最低車両台数の緩和

自家用有償旅客運送に係る交通空白地の目安の提示

○ タクシー・乗合タクシーの輸送力の強化や地域実情に応じたサービスを選択できるよう制度・運用を改善。

○ 自家用有償旅客運送によりサービスを補完する際には、円滑に導入でき、持続的なものとなるよう制度・運用を改善。

【乗合タクシー】
タクシー事業者による乗合タクシー展開に当たっての
法令試験免除、事業用車両の併用の柔軟化
乗合タクシー事業における補完的な自家用車の活用

法人タクシーの営業所ごとの最低車両台数は原則５台であるところ、既存の法人タクシー事業者の事業の維持等がままならなくなっているため、事業継
続性の点から問題ないと地方運輸局長が認めた場合、最低車両台数の緩和を認める。
法人タクシー事業を展開するに当たって必要となる施設（営業所、休憩施設や車庫）の設置要件を緩和することで、交通不便地域における機動的な
サービス提供を可能とする。
自家用有償旅客運送について、「半径1km以内にバス停・駅がない地域であって、タクシーが恒常的に30分以内に配車されない地域」は少なくとも交通
空白地に該当する、という参考となる目安を示す。

【自家用有償旅客運送】
事業者協力型自家用有償旅客運送の活用促進
運送の対価に係る目安の適正化
各種マニュアルの活用促進、更新登録手続の簡素化

【タクシー】
運行管理のDXの推進
地方部にUターン等した個人タクシー経験者
の活用

営業所等の施設設置要件の緩和

＜その他の施策＞
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地域の多様な関係者の「共創」により地域交通の維持・活性化に取り組む実証プロジェクト等を支援します！

「共創モデル実証プロジェクト」（令和５年度）の公募について

自治体・金融機関 共創モデル実証プロジェクト
立ち上げ支援事業に関与

プロジェクトイメージ（他分野共創の例）
【補助対象事業者】
交通事業者等を含む複数の共創主体で構成される協議会や連携スキーム等

（「共創プラットフォーム」）
【補助対象経費】

・事業実施のための基礎データ収集・分析、協議会開催に要する経費等
・事業実施にあたり必要となるシステム構築、車両購入・改造に要する経費
・実証運行に要する経費

【補助率・上限額】
補助対象経費の２／３（上限１億円）

※実証運行など、交通サービスの運行を伴う事業であることが必要です。

交通を地域のくらしと一体として捉え、地域の多様な関係者の「共創」(連携・協働)※によりその維持・活性化に取り組む実証事業

共創の取組の促進・普及に向け、地域における交通やまちづくりに取り組む人材の育成に関する仕組みの構築や運営を行う事業

令和５年4月21日 ～ 6月20日16:00公募期間

問合せ先 事務局（パシフィックコンサルタンツ株式会社）
各地方運輸局交通政策部交通企画課 等

【補助対象事業者】 地域における交通やまちづくりに取り組む人材の育成を行う、交通関係団体、まちづくり団体等の民間事業者、ＮＰＯ法人等
【補助対象経費】 地域交通分野におけるプロデュース・コーディネート人材育成に関する取組実施経費
【補助率・上限額】 定額（上限３千万円）

※「官民共創」、「交通事業者間共創」、「他分野共創(交通と他分野の垣根を越えた連携)」

応募方法の詳細・問合せ先は特設ウェブサイトへ！
採択審査のポイント等は「公募要領」をご確認ください。
【URL】 https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/kyousou/

地域交通 共創 検索

１.共創モデル実証運行事業

２.人材育成事業

＜ 特設ウェブサイトでは、第１弾(令和４年度事業)の取組み事例を紹介しています ＞

医療×交通 介護×交通 エネルギー×交通

住宅×交通 教育×交通 農業×交通



・デイサービス事業所の送迎業務の負担増による介護スタッフの人材不足
・コロナ影響も踏まえたタクシー事業者の経営基盤強化

事業実施主体
【共創プラットフォーム】 前橋市地域交通共創協議会
【運送事業主体】 前橋地区タクシー協議会（加盟８社）
【共創パートナー】 全国介護事業者連盟群馬県支部

＜事業スキーム＞

「交通」 × 「介護」（群馬県前橋市）

介護事業所からタクシー事業者への利用者送迎委託による業務効率化や定量的業務の確保

地域課題

実証事業の内容

今後の展開

＜事業実施区域＞
・複数のデイサービス事業所の利用者送迎業務を集約、タクシー協議会
へ委託し、送迎にタクシー車両を活用することで、デイサービス事業所の
送迎負担を軽減。

・送迎を担うタクシー事業者側も、運行のオフピークである昼や夕方の時間
帯における定量的な業務を確保出来ることから、配車ニーズに応じた業
務受託を実現。

・実証を通じて得たコスト面の課題も踏まえつつ、デイサービス事業所が
支払う年間の送迎委託料について検討。

R4共創モデル実証プロジェクト採択事例







鉄道・タクシーにおける協議運賃制度の創設 【鉄道事業法・道路運送法】鉄道・タクシーにおける協議運賃制度の創設 【鉄道事業法・道路運送法】

地域の関係者間の協議が調ったときは、国土交通大臣への届出による運賃設定を可能とする協議運賃制度を創設。
（※乗合バスについては、平成18年より協議運賃制度を導入済。）

バス・タクシー等地域交通の再構築に関する仕組みの拡充 【地域交通法】バス・タクシー等地域交通の再構築に関する仕組みの拡充 【地域交通法】

・AIオンデマンド、キャッシュレス決済、EVバスの導入等の
交通DX・GXを推進する事業を創設。

・国は、インフラ・車両整備に対する社会資本整備総
合交付金を含め、予算面で支援するとともに、（独）
鉄道・運輸機構の出融資や固定資産税の特例措
置により支援できるよう措置。 <予算・財投・税制>

・自治体と交通事業者が、一定の区域・期間について、交通サービス
水準（運行回数等）、費用負担等の協定を締結して行う 「エリア一
括協定運行事業」 を創設。

・国は、複数年の支援総額を事前明示するとともに、インフラ・車両整
備に対する社会資本整備総合交付金を含め、予算面で支援（上
下分離も可能）。 <予算>

「地域公共交通利便増進事業」の拡充 「道路運送高度化事業」の拡充

ローカル鉄道の再構築に関する仕組みの創設・拡充 【地域交通法】ローカル鉄道の再構築に関する仕組みの創設・拡充 【地域交通法】

・自治体又は鉄道事業者からの要請に基づき、関係自治体の意見を聴いて、国土交通大
臣が組織する「再構築協議会」を創設（協議会の開催、調査・実証事業等に対して国が
支援）。

・また、協議会において①鉄道輸送の維持・高度化 ②バス等への転換のいずれかにより利便
性・持続可能性の向上を図るための方策について協議が調ったときは再構築方針を作成。
国は協議が調うよう積極的に関与。

・国は、大臣認定を受けた同事業によるインフラ整備に取り組む自治体について、社会資本整
備総合交付金等により支援。 <予算>

地域の関係者の連携と協働の促進 【地域交通法】地域の関係者の連携と協働の促進 【地域交通法】

・目的規定に、自治体・公共交通事業者・地域の多様な主体等の「地域の関係者」の「連携と協働」を追加し、国の努力義務として、関係者相互間の連携と協働の促進を
追加。

・地域の関係者相互間の連携に関する事項を、地域公共交通計画への記載に努める事項として追加。

（協議会では 「廃止ありき」「存続ありき」の前提を置かずに議論）
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※ＪＲ各社は、引き続きＪＲ会社法に基づく「大臣指針」を遵守し、国鉄改革の実施後の輸送需要の動向等を踏ま
えて現に営業する路線の適切な維持等に努めることが前提

AIオンデマンド交通

地域交通法等改正法（地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第18号））

【目標・効果】： 再構築協議会における協議や地域の関係者との連携・協働を通じ、地域交通を再構築
（KPI） 地域公共交通特定事業の実施計画の認定総数 ： 67件 （2022年10月時点）⇒ 300件（2027年度）



地域の関係者の連携と協働の促進 【地域交通法】

〇 官民間、交通事業者間、交通・他分野間における地域の関係者の連携・協働＝「共創」により、利便性・持続可能
性・生産性が向上するよう、地域公共交通ネットワークを再構築＝「リ・デザイン」することが必要。

背景・必要性

〇 地域の関係者の連携と協働を促進するため、以下を法律に規定。
・目的規定に、自治体・公共交通事業者・地域の多様な主体等の「地域の関係者」の「連携と協働」を追加。
・国の努力義務として、「関係者相互間の連携と協働の促進」を追加。
・「地域の関係者相互間の連携に関する事項」を地域公共交通計画への記載に努める事項として追加。

概要

（分散型国づくり・地域公共交通ネットワークの再構築）
デジタル田園都市国家構想の実現に資する持続可能で多彩な地域生活圏の形成のため、交通事業者と地域との官民共創等による持続可能性と利便性の高い

地域公共交通ネットワークへの再構築に当たっては、法整備等を通じ、国が中心となって交通事業者と自治体が参画する新たな協議の場を設けるほか、規制
見直しや従来とは異なる実効性ある支援等を実施する。

第２章 新しい資本主義に向けた改革 ２．社会課題の解決に向けた取組 （３）多極化・地域活性化の推進
『経済財政運営と改革の基本方針2022』（骨太方針）（令和４年６月７日閣議決定）

交通・他分野間の共創（地域交通と、様々な他分野との垣根を越えた事業連携を実現）


